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　11月１日から、一度、申出書兼同意書を提出
すれば、それ以降の窓口等での手続きは不要とな
ります。対象世帯には、必要書類を該当月の申請
書と同封して郵送します。
　申請手続きの簡素化の適用となった世帯には、
高額療養費に該当する月ごとに支給決定通知を送
り、指定口座に振り込みます。簡素化の適用とな
っていない世帯には、従来
どおり申請書を送付しま
す。
　なお、要件を満たさなく
なると、簡素化が取りやめ
になる場合があります。

問い合わせ　保険年金課国民健康保険担当（１階③番窓口）

国民健康保険の高額療養費の支給申請手続きを
簡素化しますお知らせ

対象となる診療
　令和４年８月診療分以降
対象となる世帯
　��月間の高額療養費の振り込みを受けている世帯で国民健
康保険税の滞納をしていない世帯
簡素化が取りやめになる場合
〇国民健康保険税に滞納が発生した場合
〇世帯主が死亡などにより変更となった場合
〇国民健康保険被保険者証の記号番号が変更となった場合
〇指定された口座に振り込みができなくなった場合
〇申請内容に虚偽や不正があった場合
〇特定給付対象療養に該当する場合
　（指定難病や特定疾病療養受給証などを持っている人）

　児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや子育てに悩む親
がいたとき、自身が出産や子育てに悩んだときは、ご相談ください。

問い合わせ　子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）

11月は児童虐待防止推進月間お知らせ

児童虐待とは
�身�体的虐待　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、溺れさせる等
性�的虐待　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグ
ラフィの被写体にする等
ネ�グレクト（保護の怠慢・拒否）　家に閉じ込める、食事を与え
ない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気
になっても病院に連れて行かない等
心�理的虐待　言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的
扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう（DV）等
相談・通報のポイント
（分からない内容があっても大丈夫です）
〇虐待またはその可能性のあった日時
〇子ども、保護者の情報（名前、年齢、性別、住所等）
〇�虐待の恐れがあると思った状況（誰が、どこで、どのように）

体罰によらない子育てを広げよう！
　体罰は法律で禁止されています。体罰は、
子どもの心身の発達等に悪影響を及ぼす可
能性があります。一人一人の意識を変えて
いくとともに、子育て中の保護者への支援
も含めて社会全体で取り組みましょう。
虐待の相談電話
〇児童相談所全国共通３桁ダイヤル　
　☎1

いちはやく

89（24時間）
〇�川越児童相談所　☎049－223－4152
　�（午前８時30分～午後６時15分※土・日
曜日、祝日を除く）
〇日高市家庭児童相談室（子育て応援課内）
　☎985－8118（午前９時～午後５時）
〇子育て応援課

児童虐待防止啓発活動
　日高市民まつり（ステージ発表）で、11月12日（土）午後２時30分から３時まで、子どもの虐待をなくした
い、という思いを乗せて「100万人のクラシックライブ」によるバイオリン、ピアノの生演奏があります（無料）。
問い合わせ　児童家庭支援センター�シャローム☎989－1535
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広 告 メガネ・補聴器のことならアイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。
認定補聴器技能者在籍　TEL 042（986）0001　〒 350－ 1231　日高市鹿山 301 － 6

問い合わせ　総務課人権推進・市民活動担当

11月12日から25日までは
女性に対する暴力をなくす運動週間お知らせ

　DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある相
手から振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つけ
る行為です。家庭内の問題や個人的な問題として考
えられがちで、表面に出にくい特徴があります。家
庭内のことでも暴行などに当たる行為が行われた場
合、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。
　秘密厳守、無料で相談できる場所があります。一
人で悩まず相談してください。また、緊急の場合は
迷わず110番を！

暴力には５つの種類があります
身�体的暴力　殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつ
ける、突き飛ばす、刃物を振りかざす

精�神的暴力　「誰のおかげで生活できると思ってい
るんだ」「役立たず」等の暴言、交友関係や毎日
の行動を細かく監視する、無視する

経済的暴力　必要な生活費を渡さない
性�的暴力　望まない性行為の強要、避妊に協力しな
い

子�どもを利用した暴力　子どもへの加害をほのめか
す、子どもに被害者が悪いと思わせる

　デートDVとは、交際相手との間の暴力のことで、
力を使って相手を思い通りに支配することです。無
視する、バカにする、常に行動をチェックする、他
の人と仲良くしていると責める、LINEや通話履歴
を見る、メッセージの返事をすぐに返さないと怒る
などもデートDVのひとつです。相手が思い通りに
ならないと、脅しや暴力で従わせようとするのは愛
ではありません。自分や自分の周りの人が被害者に
も加害者にもならないよう、正しい知識を身に付け
ましょう。また、友人や家族が悩んでい
たら、相談先があることを伝えてくださ
い。　　　　　　　　詳しくはこちら▶

DV・デートDVに関する相談先
◆DV相談＋（プラス）
　☎0120－2

つ な ぐ

79－8
は や く

89
時間
　電話およびメール相談：24時間
　チャット相談：正午～午後10時
◆DVお悩みチャット＠埼玉　
日時　日・水・金曜日　午後３時～８時30分
※年末年始（12月29日～１月３日）を除く。
◆埼玉県婦人相談センター
　☎048－863－6060または＃8

は れ れ ば

008
日時
　月曜日～土曜日　午前９時30分～午後８時30分
　日曜日・祝日　　午前９時30分～午後５時
※年末年始（12月29日～１月３日）は除く。
◆��埼玉県男女共同参画推進センター
　（With�Youさいたま）
　☎048－600－3800
日時　月曜日～土曜日　午前10時～午後８時30分
※祝日、第３木曜日および年末年始（12月29日～
１月３日）は除く。
◆西部福祉事務所（埼玉県福祉事務所）
　☎049－283－6780
日時　月曜日～金曜日　午前９時～午後４時
※祝日および年末年始（12月29日～１月３日）を除
く。

▶�DV（ドメスティック・バイオ
レンス）を知っていますか？

▶デートDVを知っていますか？

　AV出演被害防止・救済法が成立し、AV出演契約
を取り消したり、販売や配信を停止することができ
るようになりました。一人で悩まず、す
ぐにご相談ください。詳しくはこちら▶
AV出演被害に関する相談先
　�性被害・性暴力被害者のための「ワンストップ支
援センター」　＃8

はやくワンストップ

891

▶AV出演被害を知っていますか？

チャット相談

DVお悩みチャ
ット＠埼玉
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